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令和 3 年 9 月 相談件数 ●消費者教育ポスター展を開催します

●「電気やガス料金が安くなる」という勧誘にご注意！ 

●高齢者の自宅売却トラブルが増えています 

●家庭用計量器の無料検査を実施します 

●消費者被害注意報
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 消費者教育ポスター展を開催します    
 

 

入賞作品展示のスケジュール 

 入賞作品については、広く市民の皆様にご覧いただくため、下記のとおり、市内各所で展示を

行います。お近くにお越しの際は、是非、お立ち寄りください。 

 

 市立小中学校の協力のもと、「かしこい消費者になろう」というテーマでポスター作品を募集した

ところ、日々の暮らしの中で、悪質商法の被害に遭わないための心得や、食品ロスを減らすためのル

ールなど、日頃から気を付けていることや家族で決めていることなどを絵と標語で表現したポスター

79 点の応募があり、その中から優秀賞 2 点と消費生活センター賞 8 点、合計 10 点の入賞作品が決ま

りました。優秀賞は、こちらの作品です。 

小中台小学校６年 成田 千沙都 さん  緑町中学校１年 鈴木 瞳 さん 

日   程 会   場 

 11月 9日(火) ～ 11月 15日(月)  そごう千葉店 地階そごうギャラリー  ※1 

 11月 24日(水) ～ 12月 3日(金)  消費生活センター 1階 情報プラザ  ※2 

 12月 14日(火) ～ 12月 21日(火)  緑区役所   2階 市民ロビー      ※2,3 

  1月 11日(火) ～  1月 19日(水)  稲毛区役所  1階 市民ロビー      ※2,4   

※1 そごう千葉店の営業時間は、10時～20時。最終日の展示は 16時まで 

※2 他の会場は、平日 8時 30分～17時 30分 

※3 緑区役所の最終日の展示は、15時 30分まで 

※4 稲毛区役所の展示初日は、14時から。最終日の展示は 15時 30分まで 

11月 9日（火）から全ての入賞作品をホームページに公開します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電気やガス料金が安くなる」という勧誘にご注意を！ 

 平成 28 年に電力の小売全面自由化が、平成 29 年にはガスの小売全面自由化が行われ、一般家庭で

も電気や都市ガスの購入先を選べるようになり、電気は 5 年、ガスは 4 年が経過しました。新たに参

入する小売業者が増加し、様々な料金メニューが市場に出回るようになった一方、電話勧誘や訪問販売

など契約の切り替えに関するトラブルも増えています。 

  

  

  

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

   

  

  

 

    

    

小売業者によって電気やガスの品質に違いはあるの？ 

  どの会社から購入しても、供給される電気やガスの品質

や信頼性は同じです。また、万が一、小売業者が倒産して

しまっても、すぐに電気やガスの供給が止まることはあり

ません。 

契約書面の交付は小売業者の義務です 

 契約内容は、契約書面で確認しましょう。  

電力会社 平成２８年４月から 

ガス会社 平成２９年４月から 

トラブルの特徴と対策 

 現在、契約中の会社の名前で料金プラン変更の勧誘電話がかかってきた 

     小売業者が大手電力・ガス会社をかたって、契約の切り替えを勧誘するケースが多くみら   

      れます。勧誘してきた相手の会社名と担当者名、連絡先を確認しましょう。  

 利用中の料金プランを確認し、今より安い料金プランを案内すると言って請求明細にあるお客様番

号を教えるよう言われた 

 検針票の顧客番号を伝えただけなのに、勝手に契約が切り替わっていたという相談が寄せ

      られています。検針票の記載情報は重要な個人情報です。これらがあれば小売業者は契約

      の切り替えをすることができるので、安易に教えないように気を付けましょう。 

 基本料金が安くなると言われて契約したのに、高くなった。解約して別の会社と契約しようとしたら

違約金を請求された 

    電気やガスのプラン内容は、通信とのセット割引や夜間料金が安くなるなど小売業者によ

      って異なります。事業者の PRは「お得感」を強調しがちですが、自分のライフスタイルに

      合ったプランかどうか、現在の使用量や利用状況を基に試算してみましょう。また、契約

      先を切り替える際には、料金だけでなく契約期間や契約解除時の違約金の有無などの諸条

      件を今のプランと比較検討し、メリットとデメリットを十分理解した上で契約しましょう。 

 契約のトラブルで困ったときは、消費生活センターへお電話ください 

 相談専用電話 ☎０４３－２０７－３０００ 月～土９：００～16：３０ ※祝日・年末年始は除く 

 

小売自由化の豆知識 



 



  
 

 

 

 

 広告の宣伝表示を鵜呑みにしないようにしましょう。現場の状況次第で

は、広告の表示料金よりも高額になる場合があるので注意が必要です。 
 

 必ず複数社から見積りを取り、慎重に事業者を選定しましょう。見積りを

依頼する際には「見積り料金」、「出張料金」、「夜間料金」などが必要

か、「見積りが高額な場合はキャンセルできるか」、「キャンセル料は必要

か」などを確認しておきましょう。 
 

 修理の過程で「今すぐ作業しなければならない」等と契約を急がされて

も、契約内容に納得できない場合は、一旦作業を中断してもらい、他の

事業者に費用相場を照会するなど、契約条件を確認しましょう。特に、便

器を外してしまった後では断り難くなります。 

 

 トイレ修理のような緊急を要するトラブルに備え、安心して修理を依頼で

きる事業者や、賃貸住宅の場合は管理会社の 

緊急連絡先などを普段から調べておきましょう。 

 

 突然のトイレの詰まりで慌てないよう、日頃から 

 信頼できる 修理業者 や 管理会社 の 情報収集を！ 

 トイレが詰まり、「２４時間対応」「基本料金数百円～」などと書かれた

広告を見て来てもらったところ、事業者に次々と欠陥を指摘され、不安に

なって高額な契約をしてしまったという相談が後を絶ちません。 

 

   千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク 

消費者被害注意報 

 

 商品・サービスの契約トラブルは千葉市消費生活センターへ 

 相 談 専 用 電 話   ☎０４ ３－２ ０ ７－３ ０ ０ ０ 

                  ※月曜日～土曜日  ９ :００～１６ :３０  ※祝日・年末年始は除く 

 発行： 千葉市消費生活センター  TEL: ０４３－２０７－３６０２  FAX: ０４３－２０７－３１１１ 

事例  トイレが詰まってしまい、郵便受けに投函されていたマグネット 

 広告で知った事業者に修理を依頼した。駆け付けた作業員に 

 作業の概要を説明されたが、慌てていてよく理解しないまま 

 了承して しまい、「今すぐ便器を外して配管を修理しないと 

 隣の部屋まで被害が及ぶ」と不安をあおられ、断れず 

 承諾してしまった。 

  詰まりは解消したが、３０万円の請求書を渡され驚いた。 

 


